
市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月２５日 

鈴鹿市長 

 

鈴鹿市条例第３号 

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

（市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４５年鈴鹿市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当） （期末手当） 

第３条 市長等には、前条に規定する給料の

ほか、期末手当を一般職の職員の例により

支給する。ただし、支給する期末手当の額

は、期末手当の基礎額に、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

第３条 市長等には、前条に規定する給料の

ほか、期末手当を一般職の職員の例により

支給する。ただし、支給する期末手当の額

は、期末手当の基礎額に、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

(１) ６月 100分の232.5 (１) ６月 100分の230 

(２) 12月 100分の232.5 (２) 12月 100分の230 

２  略 ２  略 

（鈴鹿市教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 鈴鹿市教育長の給与等に関する条例（昭和４１年鈴鹿市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当） （期末手当） 



第３条 教育長には、前条に規定する給料の

ほか、期末手当を一般職の職員の例により

支給する。ただし、支給する期末手当の額

は、期末手当の基礎額に、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

第３条 教育長には、前条に規定する給料の

ほか、期末手当を一般職の職員の例により

支給する。ただし、支給する期末手当の額

は、期末手当の基礎額に、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

(１) ６月 100分の232.5 (１) ６月 100分の230 

(２) 12月 100分の232.5 (２) 12月 100分の230 

２  略 ２  略 

（常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 常勤の監査委員の給与等に関する条例（平成１９年鈴鹿市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当） （期末手当） 

第３条 常勤の監査委員には、前条に規定す

る給料のほか、期末手当を一般職の職員の

例により支給する。ただし、支給する期末

手当の額は、期末手当の基礎額に、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

第３条 常勤の監査委員には、前条に規定す

る給料のほか、期末手当を一般職の職員の

例により支給する。ただし、支給する期末

手当の額は、期末手当の基礎額に、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(１) ６月 100分の232.5 (１) ６月 100分の230 

(２) 12月 100分の232.5 (２) 12月 100分の230 

２  略 ２  略 

（鈴鹿市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正） 

第４条 鈴鹿市上下水道事業管理者の給与等に関する条例（平成２年鈴鹿市条例第１

５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 



改 正 後 改 正 前 

（期末手当） （期末手当） 

第３条 管理者には、前条に規定する給料の

ほか、期末手当を一般職の職員の例によ

り、市長が定め支給する。ただし、支給す

る期末手当の額は、期末手当の基礎額に、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

第３条 管理者には、前条に規定する給料の

ほか、期末手当を一般職の職員の例によ

り、市長が定め支給する。ただし、支給す

る期末手当の額は、期末手当の基礎額に、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(１) ６月 100分の232.5 (１) ６月 100分の230 

(２) 12月 100分の232.5 (２) 12月 100分の230 

２  略 ２  略 

（鈴鹿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第５条 鈴鹿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成２０年鈴鹿市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（期末手当） （期末手当） 

第６条  略 第６条  略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、任

期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会

の解散により任期が終了した日現在）にお

ける議員報酬月額及び議員報酬月額に100

分の20を乗じて得た額の合計額に、次に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現

在（前項後段に規定する者にあっては、任

期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会

の解散により任期が終了した日現在）にお

ける議員報酬月額及び議員報酬月額に100

分の20を乗じて得た額の合計額に、次に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

(１) ６月 100分の202.5 (１) ６月 100分の200 

(２) 12月 100分の202.5 (２) 12月 100分の200 



３  略 ３  略 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


